鹿嶋市告示第１９１号
令和７年度鹿嶋市海の魅力発見チャレンジ事業補助金交付要綱を次のように定める。
令和７年７月１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鹿嶋市長　田　口　伸　一
　　　令和７年度鹿嶋市海の魅力発見チャレンジ事業補助金交付要綱
（趣旨）
第１条　この要綱は，鹿嶋市内における消費額の増加を目的とし，海の魅力を体験できる新たなコンテンツ造成により鹿嶋市内の活性化を図る民間事業者・団体に対し，予算の範囲内において鹿嶋市海の魅力発見チャレンジ事業補助金（以下「補助金」という。）を交付することについて，鹿嶋市補助金等交付規則（平成１４年規則第４号。以下「規則」という。）に定めるもののほか，必要な事項を定めるものとする。
（補助対象者）
第２条　補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は，次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
　（１）市税等を滞納していないこと。（規則第４条で規定する市税等とは，市税及び国保税とする。）
（２）法人登記されている民間事業者又は市内で活動している団体であること。
（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団の構成員若しくはその関係者又はその利益となる活動を行う者でないこと。
（４）公序良俗に反する行為又は違法行為を行う者でないこと。
　（補助対象事業）
第３条　補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は，令和８年２月２７日までに完了する事業であって，次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。ただし，市長が特に認める場合は，この限りでない。
　（１）海の魅力を体験できるコンテンツ等を造成する事業であること。

　（２）市外からの誘客が見込めること。
　（３）補助対象者が主催するコンテンツ等であること。
（４）市内での消費拡大を伴うものであること。 

（５）新たな手法で地域が活性化するための演出が図られていること。
２　前項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する場合は，補助金の交付の対象としない。
（１）宗教の教義を広め，儀式行事を行い，及び信者を教化育成するもの

（２）政治上の主義を推進し，支持し，又はこれに反対するもの
（３）コンテンツ等に係る全ての業務を補助対象者以外に委託するもの
（４）その他市長がこの要綱により補助金を交付することが不適当であると認めるもの
（補助対象経費等）
第４条　補助金の交付の対象となる事業の経費区分，対象経費及び補助上限額等は，別表に定めるとおりとする。
　（補助額）
第５条　１事業当たりの補助金の額は，前条に規定する経費の２分の１以内の額（その額に１，０００円未満の端数が生じたときは，これを切り捨てた額）とし，限度額は２００万円とする。
２　前項の場合において，補助対象事業が他の補助制度の交付の対象となっているときは，他の補助制度の補助額に前項の規定による補助金の額を加えた額が補助対象経費を超えない範囲で補助金を交付するものとする。
３　補助金の交付は，補助対象者につき１回を限度とする。
（補助金の交付申請）
第６条　補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は，次に掲げる書類を令和７年７月１１日までに市長に提出しなければならない。
　　（１）補助金交付申請書（様式第１号）
　　（２）補助事業計画書（様式第１号その１）
　　（３）収支予算書（様式第１号その２）
　　（４）補助事業経費内訳書（様式第１号その３）
　　　※見積書の提出を求める場合あり
　　（５）補助事業資金計画書（様式第１号その４）
　　（６）申請する団体等の名簿
　　（７）その他市長が必要と認める書類
２　前項の申請の期限までに申請者からの補助金の申請の額が当該年度の予算の額に達しない場合は，予算の範囲内において，当該申請の期限後においても前項の規定による申請をすることができる。

（補助金の交付決定等）

第７条　市長は，前条の規定による申請があったときは，その内容を審査し，補助金を交付すべきものと認めたときは，補助金交付決定通知書（様式第２号）により，申請者に通知するものとする。　
２　前条の規定による申請の額が予算の額を超える場合は，補助金の交付を受ける者を選考により決定する。

３　市長は，前条の規定による申請を却下する場合は，補助金交付申請却下通知書（様式第２号その１）により，申請者に通知するものとする。
（選考委員会の設置）
第８条　前条第２項の選考を行うため，鹿嶋市海の魅力発見チャレンジ事業補助金補助事業者選考委員会（以下「選考委員会」という。）を置く。
２　選考委員会に関し必要な事項は，別に定める。
（申請の取下げ期日）
第９条　規則第１１条第１項の市長が別に定める期日は，補助金交付決定通知書の送付を受けた日から起算して２０日を経過する日とする。

（指示事項の遵守）

第１０条　第７条第１項の規定により交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は，市長が補助金の交付に関し必要な指示をした場合は，これに従わなければならない。
（補助事業の計画変更等）
第１１条　補助事業者は，補助金の交付決定後，補助対象事業についてその内容を変更しようとする場合は，補助事業計画変更申請書（様式第３号）を市長に提出するものとする。ただし，補助金の申請額に変更を伴わないもののうち，資金計画書の経費の配分の流用で流用先の経費の３割に相当する額以内の経費の配分の変更については，この限りでない。
２　市長は，前項の規定による補助事業計画変更申請を承認したときは，補助金交付変更決定通知書（様式第４号）により，補助事業者に通知するものとする。
（補助事業の中止等）

第１２条　規則第１２条第２項の補助事業中止（廃止）届出書は，様式第５号によるものとする。
２　市長は，規則第１２条第２項の規定による補助事業中止（廃止）届出を承認したときは，補助金交付取消決定通知書（様式第６号）により，補助事業者に通知するものとする。
３　補助事業者は，補助事業が予定の期間内に完了しないとき，又はその執行が困難になったときは，速やかに書面により市長に報告し，その指示を受けなければならない。

（状況報告及び調査等への協力）　
第１３条　補助事業者は，市長が補助事業に関して報告を求めたとき，又は帳簿書類その他物件の調査をするときは，積極的に協力しなければならない。

（概算払）
第１４条　市長は，特に必要があると認める場合は，補助金交付決定額の１０分の８に相当する金額を限度に概算払をすることができる。
２　補助事業者が前項の概算払の請求をしようとするときは，概算払申請書（様式第７号）を市長に提出するものとする。
３　補助金の額が確定した場合において，既にその額を超える補助金が交付されているときは，規則第２１条第２項の規定による返還の命令は，補助金返還通知書（様式第８号）を補助事業者に通知することにより行うものとする。
４　補助事業者は，前項の規定による返還の命令を受けた日から起算して１０日以内に市長に返還しなければならない。
（実績報告）

第１５条　補助事業者は，補助金の交付決定を受けた事業が完了した場合は，事業完了の日から起算して３０日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の２月２７日のいずれか早い日までに，次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
（１）補助事業実績報告書（様式第９号）
（２）事業の概要（様式第９号その１）
（３）収支決算書（様式第９号その２）

（４）補助事業決算内訳書（様式第９号その３）
（５）成果調書（様式第９号その４）

（６）補助対象経費の支払が確認できる書類
（７）その他市長が特に必要があると認める書類

２　概算払を受けた補助事業者は，実績報告書を提出する際に，概算払精算書（様式第１０号）を併せて提出しなければならない。
（補助金の確定）

第１６条　市長は，補助金の額が確定したときは，補助金確定通知書（様式第１１号）により，補助事業者に通知するものとする。
（補助金交付決定の取消し）
第１７条　市長は，補助事業者が補助金の交付の条件に違反したと認めるときは，規則第１９条第１項の規定により，補助金の交付決定を取り消し，既に交付された補助金の全部又は一部について返還を命ずることができる。
２　市長は，補助金の交付の決定を取り消したときは，様式第６号により，補助事業者へ通知するものとする。

（補助金交付請求書）
第１８条　規則第２０条第２項の請求書は，補助金交付請求書（様式第１２号）とする。
（補則）
第１９条　この要綱に定めるもののほか，必要な事項は市長が別に定める。
附　則
　この告示は，公布の日から施行する。 
別表（第４条関係） 
	事業種目
	対象経費
	補助限度額等

	体験型・滞在型コンテンツ
等企画・造成
・整備・改善
事業
	体験型・滞在型コンテンツ等企画開発経費
	事業の実施に要する経費の１／２を超えない額とする。
（限度額２００万円）

	
	必要な設備の整備経費
	

	
	課題抽出のためのモニタリング経費
	

	
	ワークショップ開催経費
	

	旅行商品造成事業
	旅行商品の企画開発経費
	

	
	課題抽出のためのモニターツアー開発経費
	

	
	旅行商品造成のための旅行会社等招請経費
	

	旅行商品販売のために必要な事業
	オンライントラベルエージェントの掲載経費
	

	
	販路開拓のための旅行会社の招請及び旅行会社との商談に係る費用
	

	
	現地旅行エージェントの活用経費
	

	
	ＩＴを活用した予約システムの整備経費
	

	
	予約システムへの旅行商品・体験型・滞在型コンテンツ等の掲載・更新に係る経費
	

	ガイド育成事業
	本事業で造成するコンテンツのガイド育成経費
	


※補助対象経費に係る消費税及び地方消費税も補助の対象とする。
※補助対象費用は，令和７年５月１３日~令和８年２月２７日に発生した費用とする。
＜補助対象にならない経費＞
・本事業に直接関係のない経費
・経常的な経費（運営に係る人件費及び旅費，事務所等に係る家賃，保証金，敷金，仲介手数料，光熱水費，通信料等）
・実施するイベントにおける景品等の購入費
・クーポンや乗車船等の割引原資のための経費
・国その他の行政機関により別途補助金，支援金，委託費等が支給されているもの又は支給を予定されているものがある場合の経費
・次年度以降も継続した効果が見込まれず，単年度で終了する取組に係る経費（前年度以前と同様の取組も含む。）
・電車，バス，タクシーなどの運行等に係る経費
・主たる目的が物品の購入と認められる事業における物品等の購入費
・車両購入費（水陸両用車椅子は除く）
